
春は“異動”の多い季節です ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 手続きをお忘れなく。

組合員・被扶養者の住所が変わったとき
こんなとき…

・ 引越しをした時
・居所がかわったとき
・被扶養者が進学等により住所が変わったとき

必要な手続
組合員や被扶養者が住所変更等された場合は、共済事務担当課を経由し「組合員異動報告書」
を提出してください。

お届け口座に変更があったとき
こんなとき…

・ 共済組合に届出している口座を 
解約したとき

・ 氏名変更のため、口座名義人が 
変わったとき

必要な手続
給付金等の受取口座を変更された場合は、共済事
務担当課を経由し「給付金等振込口座指定・変更
届」を提出してください。

氏名を変更したとき
こんなとき…

・ 結婚等により、組合員の 
氏名が変わったとき

必要な手続
氏名を変更された場合は、共済事務担
当課を経由し「組合員異動報告書」を
提出してください。

また、必要に応じて口座変更の手続も
行ってください。

その他にも･･･

こんな時は

届出を！ 被扶養者の異動  による手続きを忘れずに！
引越し 進学
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春は“異動”の多い季節です ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞ 手続きをお忘れなく。

被扶養者の資格を喪失したとき 被扶養者の資格を取得したとき
こんなとき…

・ 被扶養者が就職し、健康保険に加入したとき
・ 被扶養者の収入が増加したとき
・ 被扶養者の雇用保険や年金の受給が始まったとき
・ 被扶養者が亡くなったとき、結婚したとき

・ 組合員、被扶養者が出産したとき
・ 組合員が結婚したとき
・ 被扶養者の収入が減少したとき、退職したとき
・ 被扶養者の雇用保険の受給が終了したとき

必要な手続
速やかに「被扶養者申告書」により、認定取
消しの手続きを行い、「組合員被扶養者証」を
返却してください。

※�「組合員被扶養者証」の返却が遅れると、医療費の
返還が生じる場合がありますので、ご注意ください。�
（P.15「組合員証等を使用して医療機関を受診できな
い場合があります！」参照）

被扶養者申告書及び添付書類を、共済事務担
当課等を経由し、提出してください。
提出から1週間程度で「組合員被扶養者証」
を送付いたします。

国民年金に関する手続（認定、取消対象者が配偶者の場合）
扶養認定手続きを行い、組合員の被扶養配偶者に認定された場合、同時に国民年金の第3号被保険者の資
格を取得するため、手続きが必要です。
逆に扶養資格喪失※の手続きをした場合は、国民年金の第3号被保険者の資格喪失手続きが必要になります。
※①第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し被扶養者から外れた場合、②離婚した場合のみ

必要な書類
・被扶養者申告書（認定）
・国民年金第3号被保険者関係届

・被扶養者申告書（取消）
・国民年金第3号被保険者関係届※

※就職等により、社会保険に加入の場合は不要

　

被扶養配偶者の手続きの際には「国民年金第3号被保険者関係届」の提出を！

提出いただいた書類は共済組
合を経由し、日本年金機構に送
付され、将来受け取る年金の
加入期間として登録されます。

勤務先
共済担当

共済組合 日本年金機構

 被扶養者の異動  による手続きを忘れずに！

新社会人 結婚
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